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主
な
議
案
審
議

◆
下
水
道
条
例
の
一
部
改
正（
原
案
）

下
水
道
事
業
の
健
全
な
運
営

の
た
め
、公
共
下
水
道
料
金

を
値
上
げ
す
る
も
の

Ｑ　

平
成
30
年
度
か
ら
33
年
度

ま
で
の
平
均
改
定
率
を
18・
32

％
に
設
定
し
た
理
由
は
。

Ａ　

４
年
間
の
維
持
管
理
費
と

減
価
償
却
費
、資
本
費
の
90
％

を
賄
う
た
め
、平
均
改
定
率
を

18
・
32
％
と
し
た
。

Ｑ　

各
世
帯
や
企
業
な
ど
の
大

口
使
用
者
へ
の
料
金
改
定
の
周

知
方
法
は
。

Ａ　

狭
山
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
上
下
水
道
お
客
様
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

広
報
さ
や
ま
２
月
号
へ
掲
載
し
、

２
月・
３
月
の
検
針
時
に
は
、下

水
道
使
用
料
改
定
の
お
知
ら
せ

を
す
べ
て
の
下
水
道
使
用
者
に

配
布
す
る
。

Ｑ　

１
人
世
帯
の
場
合
と
４
人

世
帯
の
場
合
の
２
か
月
間
の
料

金
の
試
算
額
は
。

Ａ　

１
人
世
帯
で
２
か
月
間
に

16
立
方
メ
ー
ト
ル
使
用
し
た
場

合
、現
行
料
金
で
は
１
千
２
９

６
円
だ
が、改
定
後
の
料
金
は

１
千
５
０
３
円
で
、２
０
７
円

の
増
額
と
な
る
。

　

４
人
世
帯
で
２
か
月
間
に
50

立
方
メ
ー
ト
ル
使
用
し
た
場
合
、

現
行
料
金
で
は
３
千
６
７
２
円

だ
が
、改
定
後
は
４
千
４
１
７
円

で
、７
４
５
円
の
増
額
と
な
る
。

１
人
当
た
り
で
は
約
１
９
０
円

の
増
額
で
あ
る
。

◆
下
水
道
条
例
の
一
部
改
正（
修
正
案
）

激
変
緩
和
措
置
の
た
め
、30

年
度
に
限
り
増
加
額
を
原
案

の
半
分
程
度
に
す
る
も
の

Ｑ　

原
案
と
修
正
案
を
比
較
し

た
場
合
、30
年
度
か
ら
33
年
度

ま
で
の
４
年
間
の
平
均
改
定
率

は
ど
の
程
度
に
な
り
、減
収
額

は
ど
れ
ぐ
ら
い
か
。

Ａ　

修
正
案
で
は
平
均
改
定
率

は
15
・
96
％
と
な
り
、減
収
額
は

約
１
億
４
千
万
円
で
あ
る
。

議案の修正ってなに？

　議案の内容に対し、議員（委
員）は必要に応じて議案を修
正することができます。議案
の修正を行う場合、その議案
の目的の範囲内において、修
正案を添えた「修正動議」を提
出することになります。

◆
空
家
等
の
適
正
管
理
条
例

良
好
な
生
活
環
境
を
保
全
す
る

た
め
に
、空
家
等
を
適
正
に
管

理
す
る
も
の

Ｑ　

県
内
他
市
の
同
様
の
条
例

の
制
定
状
況
は
。

Ａ　

基
本
的
な
施
策
は
、空
家

等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別

措
置
法（
以
下「
空
家
特
措
法
」）

で
規
定
さ
れ
た
た
め
、既
存
の

条
例
を
廃
止・改
正
し
た
市
が
複

数
あ
る
。

　

ま
た
、５
市
が
新
規
条
例
を

制
定
し
た
。空
家
特
措
法
が
全

面
施
行
さ
れ
た
後
も
条
例
を
保

有
し
て
い
る
市
は
、法
に
は
な

い
独
自
の
規
定
を
条
例
で
設
け

て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

Ｑ　

他
市
の
条
例
に
つ
い
て
の

調
査
・
研
究
内
容
は
。

Ａ　

各
市
の
規
定
を
比
較
し
、

そ
の
設
置
目
的
や
背
景
を
整
理

し
た
。適
正
に
管
理
さ
れ
て
い

な
い
空
き
家
の
所
有
者
な
ど
を

公
表
す
る
と
い
う
規
定
は
、空

家
特
措
法
に
罰
則
が
設
け
ら
れ

た
こ
と
に
よ
り
、ほ
と
ん
ど
の

市
で
な
く
な
っ
た
。

方
税
法
第
３
４
９
条
の
３
の
２

第
１
項（
住
宅
用
地
の
特
例
）の

規
定
に
基
づ
き
、適
用
さ
れ
な

く
な
る
。

◆
勤
労
福
祉
セ
ン
タ
ー・智
光
山

　

荘
の
廃
止
条
例

Ｑ　

そ
れ
ぞ
れ
設
置
条
例
が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、一
括
し

て
廃
止
し
よ
う
と
す
る
理
由
は
。

Ａ　

二
つ
の
施
設
は
設
置
目
的

が
同
様
で
あ
り
、廃
止
の
提
案

理
由
も
、施
設
の
老
朽
化
、利
用

者
の
減
少
な
ど
か
ら
廃
止
す
る

と
い
う
同
一
の
理
由
で
あ
る
た

め
、一
括
で
の
提
案
と
し
た
。

Ｑ　

廃
止
理
由
に
あ
る
施
設
の

老
朽
化
や
利
用
者
の
減
少
の
具

体
的
な
内
容
は
。

Ａ　

継
続
す
る
に
は
、勤
労
福

祉
セ
ン
タ
ー
は
屋
上
防
水
工
事

や
外
壁
工
事
が
、智
光
山
荘
は

ボ
イ
ラ
ー
の
取
替
工
事
な
ど
が

必
要
。ま
た
、両
施
設
の
利
用
者

か
ら
は
、洋
式
ト
イ
レ
や
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
の
設
置
な
ど
の
要
望

が
あ
る
が
、利
用
者
の
ニ
ー
ズ

に
十
分
に
応
え
ら
れ
て
い
な
い

状
況
で
あ
る
。

Ｑ　

空
き
家
と
は
ど
の
よ
う
な

状
態
を
指
す
の
か
。ま
た
、空
家

特
措
法
に
規
定
さ
れ
る
特
定
空

き
家
の
市
内
で
の
現
状
は
。

Ａ　

市
内
全
域
の
す
べ
て
の
戸

建
て
住
宅
を
対
象
と
し
、ポ
ス
ト

に
投
函
物
が
大
量
に
た
ま
っ
て

い
る
な
ど
複
数
の
基
準
を
設
け
、

空
き
家
の
可
能
性
が
高
い
建
物

を
調
査
し
た
。そ
の
後
、自
治
会

や
市
民
か
ら
の
情
報
、水
道
の
使

用
実
績
、職
員
の
現
地
調
査
の

結
果
を
合
わ
せ
、29
年
10
月
末
時

点
で
約
３
６
０
件
の
空
き
家
が

あ
る
が
、今
す
ぐ
倒
壊
の
恐
れ
が

あ
る
特
定
空
き
家
は
な
い
と
認

識
し
て
い
る
。

Ｑ　

固
定
資
産
税
な
ど
の
住
宅

用
地
特
例
に
関
す
る
措
置
は
ど

の
よ
う
に
な
る
の
か
。

Ａ　

市
長
が
所
有
者
な
ど
に
対

し
て
勧
告
を
行
っ
た
場
合
、地

理
を
継
続
す
る
が
、現
在
の
指

定
管
理
期
間
に
入
る
前
に
提
案

し
た
内
容
は
。

Ａ　

地
元
企
業
と
共
同
し
た
イ

ベ
ン
ト
の
開
催
、テ
ニ
ス
コ
ー
ト

な
ど
の
開
設
時
間
の
延
長
、動
物

園
の
展
示
環
境
の
整
備
な
ど
の

提
案
が
あ
っ
た
。

◆
和
解
に
つ
い
て

市
有
地
の
一
部
を
個
人
が
占

有
し
て
い
た
こ
と
の
和
解

Ｑ　

市
有
地
を
個
人
が
占
有
し

て
し
ま
っ
た
原
因
は
。

Ａ　

旧
柏
原
幼
稚
園
建
設
当
時

は
、敷
地
の
位
置
関
係
を
容
易

に
把
握
で
き
る
よ
う
な
建
物
や

塀
な
ど
が
存
在
せ
ず
、比
較
的
近

い
位
置
に
二
つ
の
境
界
石
が
存

在
し
た
た
め
、本
来
の
境
界
石
の

位
置
を
取
り
違
え
た
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
。

Ｑ　

和
解
に
あ
た
り
、ど
の
よ
う

な
対
応
を
と
っ
て
き
た
の
か
。

Ａ　

相
手
方
へ
直
接
事
実
を
伝

え
る
と
と
も
に
、そ
の
後
も
丁て

い

寧ね
い

な
説
明
を
行
い
、協
議
を
重

ね
、納
得
い
た
だ
い
た
中
で
和

Ｑ　

２
施
設
が
な
く
な
り
、市

内
で
は
研
修
や
集
会
な
ど
の
会

場
が
減
少
す
る
が
、影
響
は
。

Ａ　

勤
労
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、

企
業
研
修
な
ど
で
活
用
さ
れ
て

い
る
が
、こ
の
よ
う
な
研
修
は
産

業
労
働
セ
ン
タ
ー
に
集
約
が
可

能
と
考
え
て
い
る
。ま
た
、智
光

山
荘
の
よ
う
な
宿
泊
施
設
は
、市

内
に
も
民
間
の
施
設
が
複
数
存

在
し
て
お
り
、そ
ち
ら
を
利
用
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

Ｑ　

施
設
を
廃
止
し
た
後
の
防

犯
対
策
は
。

Ａ　

建
物
除
却
ま
で
、機
械
警

備
の
委
託
を
実
施
す
る
予
定
。

◆
智
光
山
公
園
の
指
定
管
理
者

　

の
指
定

Ｑ　

現
指
定
管
理
者
が
指
定
管
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廃止される智光山荘

智光山公園のテニスコート

下
水
道
条
例
の
一
部
改
正
議
案
を
修
正
可
決

急
激
な
負
担
増
を
避
け
る
た
め
に

急
激
な
負
担
増
を
避
け
る
た
め
に

12月定例会
11月29日～12月15日

　

第
4
回
定
例
会
で
は
、「
狭
山
市
空
家
等
の
適
正
管
理
に
関
す
る
条
例
」な
ど
、12
議
案
が
市
長
か
ら
提
出

さ
れ
ま
し
た
。議
長
を
除
く
21
人
の
議
員
で
採
決
し
た
結
果
、修
正
可
決
し
た
議
案
第
64
号
を
除
き
、原
案

の
と
お
り
可
決
・
同
意
し
ま
し
た
。（
採
決
の
結
果
は
４
ペ
ー
ジ
）


